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 本日、ここに、鹿島市議会令和６年６月定例会を招集し、諸案件について

ご審議をお願いするものですが、議案の提案に先立ちまして、鹿島市を取り

巻く最近の情勢や今後の主要な施策について申し上げます。  

 

【市制施行７０周年記念事業について】 

 はじめに、市制施行７０周年記念事業について申し上げます。 

 鹿島市は本年４月１日で市制施行７０周年を迎えました。先人たちのたゆ

まぬ努力への感謝とともに、培われてきた伝統や歴史を次代へつなげ、明日

の鹿島をつくる飛躍の年とするため、「鹿島を盛り上げ、発信する」をコン

セプトに、１１月２３日の「７０周年を市民の皆様と祝う記念式典」など、

記念事業を展開していきます。 

 その一環として、５月１９日に鹿島市民文化ホールＳＡＫＵＲＡＳで「Ｎ

ＨＫのど自慢」が開催され、予選を通過された２０組の自慢の歌声に、満員

の会場は大いに盛り上がりました。６月２日には鹿島ガタリンピックが４０

回目の節目の大会を迎え、国内外から約１，３００人の選手が参加し、盛大

に開催されました。 

「将来の鹿島を担う子どもたちに向けたイベント」では、８月の鹿島おど

りや市民納涼花火大会、９月２３日には「かしま公共交通体験フェスタ」、

１１月からは鹿島市民文化ホールＳＡＫＵＲＡＳのクリスマスイルミネーシ

ョンなど、関係団体と連携しながら、市民の皆様が集い楽しむことができる

イベントを開催していきます。 

「鹿島への愛と意思が伝わる情報発信」では、鹿島の魅力を市内外に広く

伝える「かしまＢＯＯＫ（ブック）」やシティプロモーション動画の制作、

これまでの歩みを振り返る「市勢要覧」の発行など、地元への愛着を育むと
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ともに、鹿島ファンの獲得に向けた動きをさらに加速していきます。  

 この記念の年を、次代へつなぐ一歩とするとともに、市民の皆様の笑顔が

あふれる年となるよう、全力で取り組んでいきます。 

 

【災害対策について】 

 次に、災害対策について申し上げます。  

出水期
しゅっすいき

を迎え、大雨や台風による風水害が懸念される時期となります。

「備えを常に」という意識のもと、備蓄品の確認や雨水ポンプの点検など、

災害に備えた取組を行っているところです。 

 ５月３０日には鹿島市水防・防災合同会議を開催し、災害に対する備えに

ついて関係機関で情報を共有するとともに、防災パトロールを実施しました。

土砂災害危険箇所など、災害対策工事の現場を巡視し、安全対策の状況を確

認したところです。 

 市民の皆様への情報発信については、防災行政無線や市報、県の情報発信

システム「防災ネットあんあん」に加えて、本年から市の公式ＬＩＮＥ機能

を拡充しました。大雨警報発表などの緊急時には、ＬＩＮＥの画面が災害モ

ードへ切り替わり、避難情報などの必要な情報が速やかに確認できるように

なるなど、情報発信を強化しました。 

 今後も、市民の皆様の安全・安心を第一に考え、関係機関との密な連携を

図りながら、災害に強いまちづくりに取り組んでいきます。 

 

【交流人口拡大の取組について】 

 次に、交流人口拡大の取組について申し上げます。 

 ３月に開催された「鹿島酒蔵ツーリズム」では、あいにくの雨にもかかわ
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らず、約５万人のお客様にお越しいただきました。酒蔵や市内各所のイベン

トをめぐり、蔵人
くらびと

と触れ合いながらお酒を味わい、食や文化、歴史などを楽

しんでいただきました。 

 また、「道の駅鹿島」は、平成６年に佐賀県第１号の道の駅として登録さ

れ、本年で３０周年を迎えました。リニューアル工事により、駐車場出入り

口の変更や、大型車と普通車の動線を分けたこと、歩行者通路を整備したこ

となどで、利便性や安全性が大きく向上しました。 

 休憩機能や情報発信機能、地域連携機能といった道の駅の基本的な機能に

とどまらず、魅力的な観光コンテンツに育て上げていく取組が重要です。今

後も、地元の皆様とともに、より多くの方々に親しみ訪れていただける道の

駅を目指します。 

観光地ではコロナ禍前のにぎわいが戻り、今後、インバウンドをはじめと

した観光需要がますます見込まれています。多様化する観光ニーズに対応し、

地方誘客を推進していくためには、地域ならではの資源を活用し、多彩な観

光コンテンツを造成していくとともに、自治体が連携して地域全体の競争力

をどのように高めるかが重要になってきます。  

 鹿島市、嬉野市、太良町の行政と観光協会で組織する「肥前
ひ ぜ ん

路
じ

南西部広域

観光協議会」をはじめ、本市を含む有明海沿岸の４県１６市町の観光協会な

どで組織する「環有明海観光連合」など、連携の枠組みは拡大しています。 

 本市ならではの観光コンテンツをさらに磨き上げ、広域連携によるスケー

ルメリットを活かしながら、交流人口の拡大に取り組んでいきます。  

 

【ＪＲ長崎本線に関する取組について】 

 次に、ＪＲ長崎本線に関する取組について申し上げます。 
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 江北駅から諫早駅の区間が令和４年９月に上下分離方式となり、本年９月

で２年が経過します。これまで「長崎本線の利便性向上を求めると同時に、

私たちが長崎本線を利用することも大事である」という考えのもと、この課

題に取り組んできました。 

 長崎本線の利便性向上について、３月の運行ダイヤ改正では、２２時台の

普通列車が１本増便され、江北駅で跨
こ

線
せん

橋
きょう

を渡る必要がない同一ホームや対

面での乗換えが１３本増えるなど、要望活動の成果が見えてきました。 

 ３月２９日には、地域の発展・維持に重要な役割を担う長崎本線を沿線地

域が一体となって利用促進を図り、守っていくことを目的に、鹿島市、江北

町、白石町及び太良町の首長、議長で組織する「長崎本線利用促進期成会」

を設立しました。利便性向上に向けた取組や利用促進策について、沿線自治

体による連携した活動を行っていきます。  

 また、５月の九州市長会総会では、「西九州新幹線の開業に伴い上下分離

方式での運行となった並行在来線区間である江北～諫早間については、利用

者ニーズに配慮した運行時間及び本数や乗換負担の軽減となる運行形態の維

持に努めること。」とした要望議案が可決されました。今後も、あらゆる機

会を通じて、利便性向上に向けた要望活動に取り組んでいきます。 

 そのほか、本市独自の長崎本線利用促進策として取り組んできた特急料金

の運賃を助成する「かささぎでＧｏ！キャンペーン」を、本年度は通年型の

取組に拡大し、実施しています。 

 これにあわせて、市外から特急列車かささぎを利用して本市を訪れる方々

に対して、長崎本線の魅力発信と交流人口の増加を目的に、市内の施設等で

利用できるクーポン券を発行する「神
かみ

特典
とくてん

キャンペーン」にも、引き続き取

り組んでいきます。 
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 このような取組を通じて、地域自らが長崎本線を利用していく・守ってい

くという意識を醸成していきます。また、地域の魅力を発信するイベント列

車の運行など、今後も、沿線地域が一体となった取組を進めていきます。 

 

【広域道路交通網の整備について】 

 次に、広域道路交通網の整備について申し上げます。  

 「国道４９８号鹿島武雄間」の整備については、令和３年度から「国道４

９８号整備促進期成会」の勉強会において、「概ねのルート帯」の検討を進

めてきました。 

 この「概ねのルート帯」について、本年度から地元の代表者の皆様へ説明

し、ご意見をいただくこととしています。今後、県において「概ねのルート

帯」を絞り込む具体的な検討が進んでいく予定となっていますので、いただ

いたご意見は県へしっかりとつなぎ、伊万里市や武雄市、嬉野市と協力・連

携しながら、早期の事業着手に向け県をサポートしていきます。 

「有明海沿岸道路」については、「有明海沿岸道路建設促進佐賀県期成会」

や「有明海沿岸道路西部地区建設促進期成会」において、「福富鹿島道路」

の一日でも早い工事着手及び「有明海沿岸道路（鹿島諫早間）」の早期事業

着手に向け、要望活動など積極的に取り組んでいます。  

これまでもあらゆる機会を捉えて、国や県、国会議員に対し、その必要性

を訴えてきましたが、今後も、引き続き地元の声や熱意など、しっかりと届

けていきます。 

 

【子育て支援センターについて】 

 次に、子育て支援センターについて申し上げます。  
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 子育て支援センターが市民交流プラザ「かたらい」に移転して、本年１０

月で１０周年を迎えます。親子が気軽に集い、相互交流ができる常設の広場

には、ご寄附により遊具や空気清浄機を整備しており、安全・安心な環境が

整っています。また、子育てに関する様々な有資格者を支援員として配置し、

子育て中の不安や悩みの解消に向け、親子に寄り添う体制づくりにも取り組

んでいます。 

 ６月２３日には１０周年記念イベントとして、親子で一緒に楽しくトレー

ニングができる「笑いヨガ」や、鹿島市レクリエーション協会との共同企画

「バッゴー体験」など、学びと触れ合いのひと時を笑顔で楽しんでいただく

イベントを開催します。 

 子育て支援センターは、今後も、家庭と地域をつなぐ「架け橋」として親

子に寄り添い、地域全体で子育て家庭を支える環境づくりを目指していきま

す。皆様ぜひ、ご利用ください。 

 

【農作物の作況について】 

 次に、農作物の作況について申し上げます。 

 農作物の作況は、全体的には好調に推移しています。 

 昨年の佐賀県産水稲の作況指数は「やや良」となり、全国的には高温の影

響で１等米比率が低い傾向にありましたが、佐賀県の１等米比率は、九州で

最も高いという結果となりました。 

たまねぎは、４月に雨が多かったことから、収穫が進まないこともありま

したが、収量は平年並み、単価も好調となっています。麦は、収穫前に高温

多湿が続いたことから、九州各県で「赤かび病」発生注意報が発令され、市

内でもゴールデンウィーク中に臨機防除が実施されました。 
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 引き続き、災害や病害虫、鳥獣などの被害を軽減できるよう、状況を注視

しながら関係機関と連携して対策に取り組んでいきます。 

 

【有明海の再生について】 

 次に、有明海の再生に関する動きなどについて申し上げます。  

 ５月１２日に、坂本農林水産大臣が佐賀県有明水産振興センターを訪問さ

れ、漁獲量の推移や、二枚貝の回復に向けた取組について視察されました。 

坂本農林水産大臣は、有明海再生のための支援を加速化できるよう、災害リ

スクに対応した漁場環境改善や新技術導入支援などを事業化する方針を示さ

れました。 

特に養殖海苔の生産には、河川から運び込まれる栄養分豊富な水を漁場に

取り込むことが重要です。本市としても、海底耕耘への支援など、どのよう

な対策が有効な手立てとなるのか、関係機関と協議・連携しながら、引き続

き漁場環境の改善に取り組んでいきます。  

 

【市税納付方法の変更について】 

 次に、令和７年度からの市税の納付方法の変更について申し上げます。  

 本市ではこれまで、市県民税、固定資産税、国民健康保険税の３つの税を

あわせて、６月から３月までの年１０回で納付する「集合徴収方式」を採用

してきましたが、令和７年度からは、これら３つの税を税目ごとに納付する

「単税徴収方式」へ移行し、納付月と納付回数についても、税目ごとに定め

ることになりました。 

新たな納税方式に円滑に移行できるよう、本年４月から、区長会、民生委

員協議会、老人クラブ連合会等の団体への説明を行っているところです。 
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 今後も、納税者の皆様に向けてチラシや市報、市のホームページなどでの

お知らせのほか、あらゆる機会を通じて周知広報に努めていきます。また、

単税徴収方式に関する相談窓口を設け、お問い合わせやご相談などに対応し

ていきますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。  

 

【地域おこし協力隊員の着任について】 

 次に、地域おこし協力隊員の着任について申し上げます。  

 鹿島ファンの獲得、関係人口の増加を目的に、鹿島ならではの仕事を体験

し、人との触れ合いを通じて、その魅力や想いを市内外に広く発信する活動

を行う地域おこし協力隊員１名を４月２２日に採用しました。  

 新たな視点で、鹿島の魅力を掘り起こし、磨き上げ、発信することで、高

校生をはじめとした若年層の地元就職・定住促進や、移住の推進につなげて

いきます。 

 

【ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会について】 

 次に、ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会につ

いて申し上げます。 

 県民誰でも気軽に国民スポーツ大会に参加でき、スポーツの楽しさを感じ

ることができるデモンストレーションスポーツが県内各地で始まりました。

本市では、５月１２日のグラウンドゴルフ大会が残念ながら雨で中止となり

ましたが、５月１９日にはバッゴー大会を開催し、県内から４８チームが参

加されました。会場の市民体育館は歓声と笑いに包まれ大いに盛り上がりま

した。 

 また、５月２６日に開催された鹿島市民スポーツフェスタでは、１０月５
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日から７日にかけて本市で開催される正式競技のアーチェリー競技をさらに

盛り上げていくため、全日本アーチェリー連盟理事長の田中
た な か

伸
のぶ

周
かね

様、東京オ

リンピック男子団体銅メダリストの河田
か わ た

悠
ゆう

希
き

選手、武藤
む と う

弘樹
ひ ろ き

選手をお招きし

ました。田中理事長の解説をいただきながら、河田選手、武藤選手による行
ぎょう

射
し ゃ

披露が行われ、的代わりの風船にアーチェリーの矢が次々と命中すると、

会場の皆様から驚きの声と歓声が上がりました。会場の外では、行
ぎょう

射
し ゃ

体験会

を開催し、多くの市民の皆様に楽しんでいただいたところです。 

翌５月２７日には、市内中学校２校でも講演会や行
ぎょう

射
し ゃ

披露が行われました。 

中学生の皆さんにアーチェリーを身近に感じてもらい、競技の魅力を伝える

良い機会となりました。 

 本市で行われる競技は、アーチェリーのほか、正式競技の軟式野球、公開

競技のグラウンドゴルフが予定されており、現在、準備を進めています。 

 ＳＡＧＡ２０２４国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会には、これ

まで多くの皆様にご協賛やご協力を賜り、誠にありがとうございます。大会

の成功に向け市民の皆様とともに「ＡＬＬ ＫＡＳＨＩＭＡ」で、全力で取

り組んでいきますので、皆様のさらなるご理解とご協力をお願いします。 

 

 以上、６月定例会の開会にあたり、鹿島市を取り巻く最近の情勢や今後の

主要な施策について申し上げました。今後とも市民の皆様並びに議員の皆様

のさらなるご理解とご協力をお願い申し上げます。  

 

【議案について】 

 それでは、提案する案件について、その概要を説明します。議案は、報告

５件、専決処分事項の承認２件、改正条例制定３件、補正予算１件、その他
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１件の合計１２件です。 

 はじめに、報告５件について申し上げます。 

 まず、 報告第１号 令和５年度鹿島市一般会計繰越明許費繰越計算書、  

 報告第２号 令和５年度鹿島市水道事業会計予算繰越計算書、  報告第４

号 令和５年度鹿島市下水道事業会計予算繰越計算書については、令和５年

度の予算執行段階で諸般の事情により予算の一部を令和６年度に繰り越して

使用することとしましたので、それぞれの関係法令の規定に基づき報告する

ものです。 

 次に、 報告第３号 令和５年度鹿島市下水道事業会計継続費繰越計算書

について申し上げます。 

 鹿島市浄化センター改築事業について、令和５年度から令和７年度までの

継続事業として取り組んでいますが、令和５年度の継続費予算額に残額が生

じ、令和６年度に繰り越して使用することとしましたので、地方公営企業法

施行令第１８条の２第１項の規定により報告するものです。 

 次に、 報告第５号 令和６年度鹿島市土地開発公社事業計画について申

し上げます。 

 鹿島市土地開発公社の経営状況について、地方自治法第２４３条の３第２

項の規定により、令和６年３月に開催された公社理事会における決定を経て

承認しました令和６年度事業計画書の写しを提出し、報告するものです。  

 続きまして、専決処分事項の承認に関する議案２件について申し上げます。  

 まず、 議案第２５号 専決処分事項（鹿島市税条例の一部を改正する条

例）の承認については、地方税法等の一部を改正する法律が本年３月３０日

に公布され、その一部が４月１日から施行されたことなどに伴い、個人市民

税の定額減税や、固定資産税の負担調整措置の延長などを行うため、所要の
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改正を行ったものです。 

 次に、 議案第２６号 専決処分事項（鹿島市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例）の承認については、地方税法施行令の一部を改正する政令

が本年３月３０日に公布され、その一部が４月１日から施行されたことに伴

い、国民健康保険税の賦課限度額の引上げ及び低所得世帯に対する軽減につ

いて対象世帯の拡充を行ったものです。  

 続きまして、条例に関する議案３件について申し上げます。  

 まず、 議案第２７号 鹿島市印鑑条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、窓口での印鑑登録証明書の交付申請において、登録者本人であるこ

とを確認できる場合は、印鑑登録証の添付を省略できるようにするため、所

要の改正を行うものです。 

 次に、 議案第２８号 鹿島市手数料条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、多機能端末機及びスマートフォン等による申請に基づく証明書の

交付に係る手数料を見直すことにより、オンライン申請の利用促進及び市民

の経済的負担の軽減を図るため、所要の改正を行うものです。 

 次に、 議案第２９号 鹿島市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、保育施設等の利

用に係る手続についてデジタル化の推進を図るため、所要の改正を行うもの

です。 

 続きまして、 議案第３０号 令和６年度鹿島市一般会計補正予算（第１

号）について申し上げます。 

 今回の補正は、予算の総額に４億１，１３４万３千円を追加し、補正後の
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総額を１５２億５，１３４万３千円とするものです。  

 歳入については、事業の決定や追加などに伴う国庫支出金のほか、基金繰

入金、コミュニティ助成事業助成金などを計上しています。  

 歳出のうち主な事業として、総務費では市制施行７０周年記念事業や広域

連携ＳＤＧｓモデル事業を、民生費では低所得者支援及び定額減税補足給付

金給付事業を、衛生費では新型コロナウイルスワクチン定期接種事業を、農

林水産業費では漁場環境改善対策事業を、商工費ではサテライトオフィス等

の開設に係る企業誘致対策事業を計上しています。  

 また、市制施行７０周年記念事業の実施に伴うガバメントクラウドファン

ディング及び個人様からご寄附をいただきましたので、ご寄附の趣旨に沿っ

て有効に活用させていただくこととしています。  

 最後に、 議案第３１号 佐賀県後期高齢者医療広域連合規約の変更に係

る協議について申し上げます。 

 これは、令和６年１２月２日からマイナンバーカードと健康保険証が一体

化され、現行の被保険者証等が廃止されることに伴い、佐賀県後期高齢者医

療広域連合の規約変更について協議する必要があるため、地方自治法第２９

１条の１１の規定により、議会の議決を求めるものです。  

 

 以上、提案する議案の概要について説明しましたが、詳細については、ご

審議の際、担当部長又は課長が説明しますので、よろしくご審議いただきま

すようお願い申し上げます。 


